
 

 

 

 

 

 

 

 

吉賀高校いじめ防止基本方針（未然防止・早期発見・対応）フローチャート 

未然防止 

〇学習指導の充実 

〇道徳教育の充実 

〇教育相談の充実 

〇人権教育の充実 

〇特別活動の充実 

〇情報教育の充実 

〇保護者･地域との連携 

早期発見 
〇情報の収集 

 ・生徒観察 

 ・学級日誌、部活動日誌等 

 ・保護者との連携 

 ・アンケート実施 

 ・ふれあい巡回 

〇相談体制の確立 

 ・生徒との個人面談 

 ・保健室、SCの活用 

〇情報の共有 

 ・生徒支援委員会 

 ・職員会議 

 ・保健室との連携 

 

●学校いじめ防止基本方針作成･見直し 

●年間指導計画の作成 

●校内研修会の企画・立案 

●調査結果、報告等の情報整理・分析 

●いじめが疑われる案件の事実確認・判断 

●要配慮生徒への支援方針 

・学校いじめ防止基本方針               ・    ・いじめを許さない姿勢 

・風通しの良い職場                  ・    ・保護者・地域との連携 
構成員：校長・教頭・主幹教諭・

生徒指導主事・教務主任・人権教

育担当・特別支援コーディネータ

ー・養護教諭・関係教職員および

外部専門家 

いじめ防止委員会 

教育委員会 
いじめ認知 

【重大事態を含む】 

通報窓口 

（教頭・生徒指導主事等）
管理職 

事実確認・情報収集 

■調査方針・方法等の決定 

■役割分担の確認 

■目的・優先順位・担当者・期日 

調査･事実関係の把握 

■指導方針の決定・指導方針の確立 

 ★指導・支援の対象と具体的な手立て 

 ★被害生徒・加害生徒・保護者・傍観者・全校生徒 

いじめ解決への指導・支援 

継続指導・経過観察 

いじめ対策委員会 
構成員：いじめ防止委員会と同じ 

本人･保護者 
（被害・加害） 

職員会議 

関係機関 

・教育委員会 

・警察 

・福祉関係 

・医療機関 

PTA 役員 

学校評議員 

複数対応 

情報共有 

指導・支援 

事態収束の判断 

 

日常の指導

体制の充実 

対応継続 

いじめは解消したが

継続した指導が必要 

収束 

継続 

別記① 


